
７．学生生活について 

※学生生活に関することは、「学学生生便便覧覧」をご参照ください。また、ii--PPoorrttaall  や 医医療療大大GGmmaaiill
(https://i-portal.hoku-iryo-u.ac.jp/portal/top.do)で連絡事項等を常に確認するようにしてください。

11．．健健康康管管理理  

1)健康診断 

(1)学校保健安全法の定めにより、就学時の健康診断が義務付けられています。健康診断は、必ず指定の期間
内に受けてください（4月下旬を予定、無料）。 

(2)勤務先で健康診断を受ける場合は、必ず
・ ・

学生支援課に受診結果のコピー（写）を提出してください。 

2)感染症予防対策 

(1)感染症予防対策は、臨地実習や研究のフィールドワークに際して必要となります。 

(2)各種感染症の抗体価が低い場合は、ワクチン接種を受けてください。その後、抗体価が一定の基準に達し
たことを確認の上、結果は各自で管理してください。施設によっては、感染症抗体価の提示を求められる
場合もあります。

22．．診診療療費費補補助助制制度度  

学生が下記の医療機関を受診した際に負担する医療費の一部を北海道医療大学後援会が補助しています。

補助対象医療機関：北海道医療大学病院、歯科クリニック 

補助申請対象額：保険診療の一部負担額100%、保険外診療では30% 

詳しくは、「学生便覧」をご参照ください。

33．．TTAA・・RRAA制制度度  

TTAA（Teaching Assistant）：ティーチングアシスタント制度とは、学部教育補助業務に一定期間従事して大学教
育の充実と、博士前期課程の学生が研究者や教育者になるためのトレーニングの機会を提供することを目的
とした制度です。具体的な業務は、講義資料の準備、出欠席の管理、講義・演習の準備と補佐などです。 

RRAA（Research Assistant）：リサーチアシスタント制度とは、教育・研究の推進を図るとともに、博士後期課
程の学生の研究遂行能力の育成を図り、かつ奨学に資することを目的とした制度です。 

手続き:申請時期は概ね4月上旬、雇用期間は5月から翌年2月までとなります。希望する場合は、指導教員
に相談の上、所定の申請様式に必要事項を記載し、この様式を看護福祉学課に提出してください。 

44．．奨奨学学金金制制度度  

本学奨学制度（東日本学園奨学金）、日本学生支援機構奨学金など様々な奨学金制度があります。奨学金の
応募には、学生本人の申し出が必要です。奨学生の採用人数には限度がありますが、申請条件、期日等をよ
く確認の上、学生支援課に必要書類を提出してください。 

55．．学学会会参参加加、、文文献献複複写写費費のの補補助助 

研究にかかる費用は個人負担ですが、指導教員と相談の上、以下の補助を受けることができます。 

1) 学会参加の補助

学会での発表・参加にあたって補助を受けられます。詳細は、指導教員に相談・確認してください。

手続き：「大学院生旅費支給書」（i-Portal からダウンロード）に必要事項を記入し、指導教員の承認印を得
た上で、領収書等の必要書類を添付し、財務課に提出してください。

2) 文献複写費の補助

予め指導教員に相談し、許可を得てください。オンラインでの申込みは、下記のように入力してください。

(1)利用者IDとパスワード（学内メールと同様）を入力して、「文献の複写依頼」の入力画面に入る。 

(2)支払い区分「院生経費」を選択し、「講座名」に指導教員の所属講座名と指導教員氏名（フルネーム）、
「通信欄」に指導教員の氏名と了承を得ている旨を入力する。 

66．．通通学学  
自動車・自動二輪車通学には、毎年度、登録が必要です。学生便覧を参照の上、学生支援課で手続き(有

料)を行ってください。 

８．長期履修制度について 

11.. 長長期期履履修修制制度度ととはは
長期履修制度とは、学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり、計

画的な履修を認める制度で、仕事などとの両立を図りながら修了を目指すことができます。

22.. 対対象象者者
有職者（正規職員以外も含み、主としてその収入で生計を立てている者）、出産、育児、介護、その他のやむを

得ない事情により、フルタイム学生としての修学が困難な事情があることを要件とします。

33.. 長長期期履履修修期期間間及及びび在在学学可可能能期期間間

標準修業年限 長期履修期間 在学可能期間 

博士前期課程（修士課程） ２年 ３年又は４年 ４年（標準修業年限２年×２）

博士後期課程 ３年 ４年から６年 ６年（標準修業年限３年×２）

＊在学可能期間の範囲内で、１年単位で長期履修期間を定めることができます。

＊休学の期間は、上記期間に含まれません。

＊長期履修の有無にかかわらず、在学可能期間内に修了することができない場合には除籍の対象となります。

44.. 授授業業料料

標準修業年限分の授業料に相当する額を、次の計算式により、長期履修期間に応じて分割納付します。

授業料年額＝当該研究科の授業料年額×標準修業年限÷許可された長期履修期間の年数

長期履修期間の変更（短縮又は延長）を認められた場合の授業料の年額は、次の計算式によります。

授業料年額＝（当該研究科の授業料年額×標準修業年限－すでに納入した授業料の総額）÷変更後の長期履修期間の年数

〔授業料の算定例〕 

＜例１＞ 修士課程(標準修業年限は2年)の学生が、長期履修制度で許可された修業年限が 3年の場合

授業料年額：800,000円×2年÷3年＝533,333円

区  分 各年度の授業料納入額 修了までの授業料総額 

一 般 学 生
1年目

800,000円
2 年目

800,000円
1,600,000円

長期履修学生
1年目

533,600円
2 年目

533,200円
3 年目

533,200円
1,600,000円

＜例２＞ 履修期間の短縮:修士課程の1年目を終えて、当初予定の長期履修期間 4年から 3年に短縮した場合

各年度の授業料納入額 
修了までの授業料総額1年目 2 年目 3 年目 4 年目

（A）*1 400,000円 400,000円 400,000円 400,000円 1,600,000円

（B）*2 400,000円 600,000円 600,000円 ― 1,600,000円
*1 （A）・・・当初 4年の場合の授業料
*2 （B）・・・当初 4年の長期履修期間を、1年目を終えて 3年に変更した場合の授業料

55.. 手手続続きき
申請手続き：長期履修制度を利用する学生は、指導教員に相談の上、様式第 1 号「長期履修申請書」に必要事

項を記入して、「指導教員の意見」と「署名」を得た上で、看護福祉学課に提出してください。 

変更手続き：長期履修を認められた学生が、長期履修期間を短縮または延長、もしくは長期履修を取り止める
場合には、様式第 2 号「長期履修（期間短縮・延長・取り止め）申請書」に必要事項を記入して、
「指導教員の意見」と「署名」を得た上で、看護福祉学課に提出してください。 

※長期履修に関する申請書（各様式）は，i-Portalからダウンロードしてください。
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